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令和２年度第３回循環型社会推進会議 会議録

１ 開催日時

令和３年３月２３日（火）

開会 午前 １０時

閉会 午前 １１時

２ 開催場所

尾張旭市役所 南庁舎３階 講堂２

３ 出席委員

千頭聡、松原八壽雄、吉田民子、加藤孝、樋口美紀、中筋敏文、髙木幸一 ７名

４ 欠席委員

伊藤紀子、鶴田絹子、大川正喜 ３名

５ 傍聴者数

０名

６ 出席した事務局職員

環境課長：木戸雅浩、環境課長補佐：西尾元伸、環境課主査：森康臣

７ 議題等

⑴ 令和２年度のごみ排出状況

⑵ リサイクルひろばの開設について

⑶ 令和３年度における検討課題について

８ 会議の要旨

⑴ 令和２年度のごみ排出状況

【主な意見】

・コロナ禍の影響で家庭系ごみが増え、事業系ごみは減った。今年度を象徴する

データが示されている。（座長）

【主な質問】

・燃えるごみの有料化を始める予定はあるか。（座長）

⇒４２８グラムの目標を達成できない場合は、再度有料化を検討を行う。（環境

課長回答）

・家庭系と事業系ごみは全て市内で処理しているのか。（中筋委員）

⇒資料に掲載した数値は全て尾張東部衛生組合（晴丘センター）で処理した数

値である。産業廃棄物は事業者責任において県内で処理されていると思う。

また、再利用される資源ごみの数値もここには掲載していない。（環境課長補

佐回答）

・晴丘センターに持ち込まれる事業系ごみの分別は適切であるか。（松原委員）

⇒分別が適切であるかどうかの確認は、厳しく行っていると聞いている。資源

になるようなものは分別させているよう。（環境課長補佐回答）

・全部のごみを処理するのではなく、資源として回収し、市民に還元しているご
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みはあるか（中筋委員）

⇒資源にならないものは処理しているが、資源になるものは収集し、再商品化する

事業者へと繋げている。（環境課長補佐回答）

⑵ リサイクルひろばの開設について

【主な意見】

・特になし。

【主な質問】

・子ども服のリユースを廃止したことによる市民の反応はどうか。（座長）

⇒リユースの見直し内容について聞かれることはあるが、やめたことに対する苦

情や抗議の意見はない。（環境課主査回答）

・リユース品の安全性の確認などされた上で引き取りしているのか。（座長）

⇒汚れの程度も含め、動作等に異常がないかを確認してもらっている。リユース

品として適切でないと判断したものは引き取りしていない。（環境課主査回答）

⑶ 令和３年度における検討課題について

ア 手提げ型指定袋の拡充について

【主な意見】

・手提げ型指定袋を追加するならば、２０リットルの袋が欲しい。３０リットル

だと大きく感じる。（吉田委員）

【主な質問】

・平型の指定袋を選択した理由は何か。（松原委員）

⇒コストを考慮して平型にしたと聞いているが、途中で１０リットルの手提げ型

を追加している。（環境課主査回答）

・手提げ型指定袋のモニターは、４５リットルの手提げ型を作成したのか。現物

を見ると容量が小さいと感じるが（吉田委員）

⇒市販の手提げ型の袋を使用してもらった。実際に使用してみると、平型よりも

入れられる量は少なかったと聞いている。（環境課長補佐回答）

・１０リットルの指定袋は手提げ型だが、強度は低密度なのか。また、今販売さ

れている指定袋は使えなくなるのか。（吉田委員）

⇒１０リットルの指定袋のみ高密度である。現状の指定袋がすぐに使えなくなる

ということはない。（環境課長補佐回答）

・手提げ型と平型でコストは大きく変わるのか。（松原委員）

⇒高密度でも強度を保って薄くすればコストは下がるとメーカーから聞いてい

る。（環境課長補佐回答）

⇒名古屋市では手提げ型、平型の両方販売されているが価格は大きく変わらない。

製造価格までは分からないが、大きな差はないと思われる。指定袋の容量や現

状の指定袋との併用なども含め、研究を進めていきたいと考えている。（環境
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課長回答）

・有料化になった後も現在の指定袋は使用できるのか。（吉田委員）

⇒その点は、有料化を検討するなかで改めて研究していきたい（環境課長補佐）

・尾張旭市の指定袋は認定事業者が製造販売しているが、長久手市は市が製造業

者に発注して販売を行っている。有料化後も尾張旭市は認定制を継続していく

のだろうか。（松原委員）

⇒有料化となれば認定制の継続は難しくなると思う。長久手市のような製造方法

への転換も検討することになる。（環境課長回答）

・他市町村から転入した場合、自治体によってごみの出し方が違うことに苦慮

することがある。自治体でごみの出し方を共通化することはできないのか。

若しくは自治体同士の意見交換の場は設けていないのか。（中筋委員）

⇒地域で協議会等を設けて意見交換は行っている。地域それぞれで処理施設を

持っており、分別内容も地域によって特色がある。資源ごみを多く回収して

ごみ減量を図る地域もあれば、コストの減少を図る自治体もあるため、自治

体ごとに違いが生じるのは致し方ないと考えている。（環境課長回答）

イ 燃えるごみの戸別収集制度について

【主な意見】

・現状でも、要支援や高齢者のみの世帯に限り戸別収集を行っていると思うが、

全市民を対象とする前に、対象者を分割して段階的に進めても良いと思う。

（松原委員）

・燃えるごみのみを戸別収集制度とすれば、ごみの種類によって出し方が変わ

ることになる。資源ごみ類はこれまでどおり集積所収集で良いのかという話

にも及ぶため奥が深い。しっかり検討しなければならない制度だと思う。（座

長）

・分別するごみの種類や出し方の違いによって生じる問題等をクリアしなけれ

ば、戸別収集制度の導入は難しいのではないかと感じる。（加藤委員）

・それぞれのプロジェクトで具体的に何を検討していくのかをもう少し示して

もらいたい。（樋口委員）

【指示・確認事項】

・来年度は、主に各プロジェクトで検討を進めてもらい、報告を全体会議で行

ってもらう。各プロジェクトにおける具体的な検討内容やスケジュール等を

プロジェクト初回に事務局から示してもらいたい。（座長）


